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平 成 年
月 日

（火曜日）

書
及
び
収
支
予
算
書
は
、
平
成

及
び
山
口
県
柳
井
県
民
局
に
お

案
し
、
及
び
運
営
し
、
又
は

と
。

（
一
一
六
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に

（
一
一
五
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

平
成
元
年
十
月
二
十
四
日

四

事
業
地

周
南
市
大
字
徳
山公

十
九
年
四
月
二
十
三
日
ま
で
の
間

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
、
地
域
及
び

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

市
民
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

船

美
智
子

山
口
市
中
央
三
丁
目
六
番
一

対
し
て
、
産
学
官
民
の
連
携
に
よ

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

生
活
部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
公

山
口

か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

告

一

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

住
民
の
元
気
の
向
上
に
寄
与
す
る

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

号る
地
域
の
発
展
の
た
め
の
事
業
を

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
十
九
年
五

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

日
ま
で
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と
お

第 号

一二

就
任
し
た
役
員

平
成
十
八
年
十
二
月
三
日

一
八
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
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氏
名

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

柳
井
大
丸

所
在
地

柳
井
市
中
央
二
丁
目

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の

三
、
七
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の

零
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大

一
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
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模
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店
舗
内
の
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舗
面

平
成
十
九
年
三
月
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三
日

平
成
十
九
年
三
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三
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請
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あ
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た
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平
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十
九
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日
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特
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営
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動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

田
名
及
び
住
所
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口
県
知

在
地

二
二
三
の
二
二

店
舗
面
積
の
合
計

店
舗
面
積
の
合
計

の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

島
郡
周
防
大
島
町
大
字
東
安
下

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

積
の
合
計
の
変
更
の
届
出
が
あ

山
口
県
知

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
周
防
大
島

中

豊
文

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

事

二

井

関

成

下
と
な
る
日

庄
一
三
九
番
地
の
三

届
出

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

り
ま
し
た
。

事

二

井

関

成

事

二

井

関

成

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

自
然
体
感
ク
ラ
ブ

全
職
場

四

概
要

二

日
時

平
成
十
九
年
三
月
十
五
日

三

場
所

医
療
生
活
協
同
組
合
健
文

ニ
ッ
ク
、
医
療
生
活
協
同
組

療
所
、
医
療
生
活
協
同
組
合

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は

援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
山
口

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

一

事
件賃

金
引
上
げ
の
要
求
に

一
時
金
の
要
求
に
関
す

労
働
条
件
の
改
善
の
要

増
員
の
要
求
に
関
す
る

諸
手
当
の
改
善
の
要
求

雑

争
議
行
為
の
通
知

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二

口
県
民
主
医
療
機
関
連
合
会
労

た
。

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
東
町
土
地
改
良
区

二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
東
町
土
地
改
良
区

以
降
本
問
題
の
解
決
に
至
る
ま
で

会
宇
部
協
立
病
院
、
医
療
生
活
協

合
健
文
会
小
野
田
診
療
所
、
医
療

健
文
会
虹
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ば
た
き
又
は
医
療
生
活
協
同
組
合

県
民
主
医
療
機
関
連
合
会
労
働
組

山
口

関
す
る
件

る
件

求
に
関
す
る
件

件に
関
す
る
件

報

十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三

働
組
合
か
ら
、
次
の
と
お
り
争
議

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

監

事

杉
本

義
章

阿
武

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

監

事

阿
武

恒
雄

阿
武

の
期
間

同
組
合
健
文
会
生
協
上
宇
部
ク

生
活
協
同
組
合
健
文
会
協
立
歯
科

ョ
ン
、
医
療
生
活
協
同
組
合
健
文

健
文
会
宇
部
協
立
病
院
在
宅
介
護

合
に
所
属
す
る
組
合
員
が
従
事
す

県
知
事

二

井

関

成

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
り
ま

所

郡
阿
東
町
大
字
徳
佐
上
四
四
四所

郡
阿
東
町
大
字
徳
佐
上
一
八
四
〇

二

リ診会支る 山し

雑

報
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あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
実
施
す
る
。

三



平
成
十

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日
印
刷

九
年
三
月
十
三
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


